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第第第第１１１１章章章章    総総総総    則則則則    

第第第第１１１１節節節節    計画計画計画計画のののの目的目的目的目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号、以下「災対法」とい

う。）及び原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号、以下「原災法」

という。）に基づき、原子力事業者となる北海道電力株式会社（以下「原子力事

業者」という。）が設置する原子力発電所（以下「泊発電所」という。）におけ

る放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出されることにより生ず

る原子力災害（以下「原子力災害」という。）の防災対策に関し、ニセコ町（以

下「町」という。）、北海道（以下「道」という。）、指定地方行政機関、指定公

共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関が必要な体制を確立するとともに、

防災に関してとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力防災事務又は業

務の遂行により、ニセコ町民及び一時滞在者（以下「住民等」という。）の生命、

身体及び財産を原子力災害から保護することを目的とする。 

なお、この計画は放射性物質の事業所外運搬中において放射性物質又は放射

線が輸送容器外へ放出されることによる事故に際しても、これに準じて措置す

るものとする。 

 

第第第第２２２２節節節節    計画計画計画計画のののの性格性格性格性格    

この計画は、災対法第 42 条の規定により、国の「防災基本計画（原子力災害

対策編）」及び「北海道地域防災計画（原子力防災計画編）」に基づき作成する

ものであり、毎年検討を加え、国の防災基本計画等の変更等により修正の必要

があると認められる場合にはこれを修正するものとする。 

この計画は、原災法第 6 条の 2 第 1 項の規定により原子力規制委員会が定め

る「原子力災害対策指針」に基づき、作成するものである。 

この計画は、関係行政機関、関係公共機関その他防災関係機関に対し、周知

徹底を図るとともに、特に必要があると認められるものについては、住民等へ

の周知を図るものとする。 

また、各関係機関においては、この計画を熟知し、必要に応じ細部の活動計

画等を作成し、万全を期するものとする。 

 

第第第第３３３３節節節節    計画計画計画計画のののの基本方針基本方針基本方針基本方針    

原子力災害は、放射線による被ばくが通常五感に感じられないこと、被ばく

の程度が自ら判断できないこと、いったん放射性物質が拡散すると広範囲に長

期間に影響がおよぶなどの特殊性を有していることから、災害に対処するため

には放射線等に関する正確な知識を身につけることが必要である。とすること

などの特殊性を有している。 

本計画においては、このような原子力災害の特殊性及び被害の重大性にかん

がみ、住民の命と生活の確保、安心安全を第一に避難計画を作成する。 

そのため、迅速かつ的確に、事故や周辺環境の情報収集・伝達・共有に努め、

地域の地理的、気象的な特徴を事前に把握し、放射線拡散シミュレーション等
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の科学的な成果を活用し、災害後の行政機能の継続性や確保、住民自治の確保

方法などにも配慮した計画とする。、地域特性及び科学的な見地からの避難、災

害情報の共有、 

また、住民等への原子力防災に関する知識の普及啓発、防災業務関係者に対

する教育訓練、資機材の整備、通報連絡等の必要な体制をあらかじめ確立する

とともに、緊急時において、迅速かつ的確な応急対策活動が実施できるよう防

災関係機関相互の協力体制を確立するなど、所要の措置を定めるものとする。 

なお、本計画に定めるもののほか必要な事項については、町の地域防災計画

本編に基づき運用するものとする。 

 

第第第第４４４４節節節節    原子力災害対策原子力災害対策原子力災害対策原子力災害対策をををを重点的重点的重点的重点的にににに実施実施実施実施すべきすべきすべきすべき区域区域区域区域のののの範囲範囲範囲範囲 

原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の範囲は、原子力災害対策指針に

より、泊発電所を中心に、目安として、半径 5 キロメートル以内の即時避難区

域（ＰＡＺ：Precautionary Action Zone 予防的防護措置を準備する区域）と、

半径 30 キロメートル以内の緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ：Urgent 

Protective Action planning Zone 緊急時防護措置を準備する区域）とされて

いる。 

また、北海道地域防災計画（原子力防災計画編）において、地域防災計画（原

子力防災計画編）を作成すべき町村は、泊村、共和町、岩内町、神恵内村、寿

都町、蘭越町、ニセコ町、倶知安町、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井

川村（以下「関係町村」という。）とされている。 

これらの考え方を踏まえ、泊発電所から半径 30 キロメートル圏にを含まれる

む本町においては、30 キロメートル圏外も含めた町全域を「原子力災害対策を

重点的に実施すべき区域」とする。 

 

泊発電所施設の状況及び周辺地域図         （資料１－４－１） 

 

第第第第５５５５節節節節    原子力災害原子力災害原子力災害原子力災害にににに至至至至らないらないらないらない事故事故事故事故へのへのへのへの対応対応対応対応    

町は、原子力災害に至らない事故についても、住民等の不安や動揺を招かな

いよう、道が行っている放射性線監視体制や「泊発電所周辺の安全確認等に関

する協定書」（以下「安全確認協定」という。）第 10 条に定める原子力事業者

からの異常時における連絡に際し、道及び原子力防災専門官と連携し、事故の

状況を踏まえ、住民等へ適時適切に情報提供を行うなどの必要な措置を講ずる

ものとする。 

泊発電所周辺の安全確認等に関する協定書    （資料１－５－１） 

 

第第第第６６６６節節節節    防災関係機関等防災関係機関等防災関係機関等防災関係機関等のののの処理処理処理処理すべきすべきすべきすべき事務又事務又事務又事務又はははは業務業務業務業務のののの大綱大綱大綱大綱 

原子力防災に関して、町、羊蹄山ろく消防組合、道、倶知安警察署並びに指

定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び原子力事

業者が処理すべき事務又は業務の主なものは次のとおりである。    
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１１１１    町町町町    

事務又は業務 

(1) 原子力防災に関する知識の普及及び啓発に関すること 

(2) 原子力防災業務に携わる者（以下「防災業務関係者」という。）に対する研

修に関すること 

(3) 原子力防災訓練の実施に関すること 

(4) 通信連絡設備の整備に関すること 

(5) 防災資機材の整備に関すること 

(6) 防災対策資料の整備に関すること 

(7) 事故状況等の把握及び通報連絡関すること 

(8) 原子力災害警戒本部の設置に関すること 

(9) 災害対策本部の設置に関すること 

(10) 緊急時環境放射線モニタリング（以下「緊急時モニタリング」という。）

に対する協力に関すること 

(11) 住民等に対する広報及び指示伝達に関すること 

(12) 住民等の屋内退避・コンクリート屋内退避又は避難（以下「避難等」とい

う。）及び立入制限並びに飲食物の摂取制限等に関すること 

(13) 緊急被ばく医療活動に対する協力に関すること 

(14) 緊急輸送及び必需物資の調達に関すること 

(15) 放射性物質に汚染された物質の除去及び除染作業に対する協力に関する

こと 

(16) 各種制限措置の解除に関すること 

(17) 損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関すること 

(18) 業務継続計画の作成、運用に関すること 

 

２２２２    ニセコニセコニセコニセコ町教育委員会町教育委員会町教育委員会町教育委員会（（（（以下以下以下以下「「「「町教育委員会町教育委員会町教育委員会町教育委員会」」」」というというというという。）。）。）。）    

事務又は業務 

(1) 放射線等に係る児童生徒への知識の普及及び安全の確保に関すること 

(2) 退避等に係る公立学校施設等の使用に関すること 

３３３３    羊蹄山羊蹄山羊蹄山羊蹄山ろくろくろくろく消防組合消防組合消防組合消防組合    

事務又は業務 

(1) 住民等に対する広報及び退避等に関すること 

(2) 傷病者の救急搬送に関すること 

(3) 消防職（団）員に対する原子力防災の教育訓練に関すること 

(4) 退避等の誘導に係る資料の整備に関すること 

(5) 防災対策を講ずべき区域の消防対策に関すること 
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４４４４    北海道北海道北海道北海道    

事務又は業務 

(1) 原子力防災に関する知識の普及及び啓発に関すること 

(2) 防災業務関係者に対する研修に関すること 

(3) 原子力防災訓練の実施に関すること 

(4) 通信連絡設備の整備に関すること 

(5) 環境放射線モニタリング設備・機器等の整備に関すること 

(6) 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（以下「ＳＰＥＥＤＩネ

ットワークシステム」という。）の整備・維持に関すること 

(7) 緊急被ばく医療設備等の整備に関すること 

(8) 防災資機材の整備に関すること 

(9) 防災対策資料の整備に関すること 

(10) 事故状況等の把握及び通報連絡に関すること 

(11) 原子力災害警戒本部の設置に関すること 

(12) 災害対策本部の設置に関すること 

(13) 関係町村及び指定地方公共機関の処理する防災に関する事務又は業務の実

施を助け総合調整を図ること 

(14) 自衛隊の災害派遣要請及び国の専門家等の派遣要請に関すること 

(15) 緊急時モニタリングに関すること 

(16) 住民等に対する広報及び指示伝達に関すること 

(17) 住民等の退避、避難及び立入制限並びに飲食物の摂取制限等に関すること 

(18) 緊急被ばく医療活動に関すること 

(19) 緊急輸送及び必需物資の調達に関すること 

(20) 放射性物質に汚染された物質の除去及び除染に関すること 

(21) 各種制限措置の解除に関すること 

(22) 損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関すること 

(23) 関係町村の原子力防災対策に対する指示、指導及び助言に関すること 

 

５５５５    北海道警察札幌方面北海道警察札幌方面北海道警察札幌方面北海道警察札幌方面倶知安警察署倶知安警察署倶知安警察署倶知安警察署（（（（以下以下以下以下「「「「倶知安警察署倶知安警察署倶知安警察署倶知安警察署」」」」というというというという。）。）。）。）    

事務又は業務 

(1) 住民等に対する広報及び退避等の誘導に関すること 

(2) 立入禁止等の制限措置及び解除に関すること 

(3) 関係町村内の防護対策を講ずべき区域及びその周辺地域の警備並びに交通

規制に関すること 
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６６６６    指定地方行政機関指定地方行政機関指定地方行政機関指定地方行政機関    

機関等の名称 事務又は業務 

小樽開発建設部

倶知安開発事務

所 

(1) 国道の通行確保に関すること 

 

札幌管区気象台 (1) 気象状況等の把握及び通報連絡に関すること 

(2) 緊急時モニタリングに対する協力に関すること 

 

７７７７    自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊    

機関等の名称 事務又は業務 

陸上自衛隊北部

方面隊倶知安駐

屯地 

(1) 緊急時モニタリング支援に関すること 

(2) 被害状況等の把握に関すること 

(3) 避難の救助に関すること 

(4) 行方不明者の捜索・救助に関すること 

(5) 消防活動に関すること 

(6) 救護に関すること 

(7) 人員及び物資の緊急輸送に関すること 

(8) スクリーニング及び除染に関すること 

(9) その他（生活支援等） 

 

８８８８    指定公共機関指定公共機関指定公共機関指定公共機関    

機関等の名称 事務又は業務 

日本郵便郵政株

式会社北海道支

社倶知安郵便局 

(1) 郵便輸送の確保及び郵便業務運営の確保に関すること 

(2) 郵便物の非常取扱に関すること 

(3) 郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動に関するこ

と 

北海道旅客鉄道

株式会社 

日本貨物鉄道株

式会社北海道支

社 

(1) 原子力災害時における鉄道及びバスの輸送の確保に関

すること 

(2) 原子力災害時における救援物資の緊急輸送に関するこ

と 

 

東日本電信電話

株式会北海道支

店 

設備部災害対策

室 

(1) 原子力災害時における電気通信の確保に関すること 

 

日本通運株式会

社札幌支店 

原子力災害時における救援物資の緊急輸送等の支援に関す

ること 
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９９９９    指定地方公共機関指定地方公共機関指定地方公共機関指定地方公共機関    

機関等の名称 事務又は業務 

羊蹄医師会 (1) 緊急時における一般傷病者に対する医療活動に関する

こと 

社団法人北海道  

トラック協会 

各地区トラック

協会 

(1) 原子力災害時における緊急物資及び災害対策用資材等

の緊急輸送に係わること 

 

一般社団法人北

海道警備業協会 

(1) 原子力災害時における交通誘導業務及び避難所の警備

等に関すること 

 

10101010    公共的団体及公共的団体及公共的団体及公共的団体及びびびび防災上重要防災上重要防災上重要防災上重要なななな施設施設施設施設のののの管理者管理者管理者管理者    

機関等の名称 事務又は業務 

ようてい農業協

同組合 

(1) 関係町村及び道の要請等に基づく緊急対策に関するこ

と 

(2) 災害情報の伝達に関すること 

ようてい森林組

合 

(1) 災害時における森林災害の予防、応急対策に関すること 

ニセコ町商工会 (1) 関係町村及び道の要請等に基づく緊急対策に関するこ

と 

(2) 災害情報の伝達に関すること 

社会福祉施設の

管理者 

(1) 避難訓練等、災害予防に関すること  

(2) 災害時における収容者の保護及び誘導に関すること 

 

11111111    原子力事業者原子力事業者原子力事業者原子力事業者    

機関等の名称 事務又は業務 

北海道電力株式

会社 

(1) 泊発電所の防災体制の整備に関すること 

(2) 泊発電所の災害予防に関すること 

(3) 災害状況等の把握及び情報の提供に関すること 

(4) 従業員等に対する防災に関する教育訓練に関すること 

(5) 泊発電所施設内の応急対策に関すること 

(6) 通信連絡設備及び体制の整備に関すること 

(7) 環境放射線モニタリング設備・機器等の整備に関するこ

と 

(8) 防災資機材の整備に関すること 

(9) 防災対策資料の整備に関すること 

(10) 緊急時モニタリングの実施に関すること 

(11) 関係町村、道及び防災関係機関が実施する防災対策に

対する協力に関すること 

(12) 汚染の除去等に関すること 

(13) 災害復旧に関すること 

(14) 泊発電所内に滞在する一般人の退避等に関すること  

 


